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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年9月21日～10月20日※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
バーコード

海事分野における脱炭素化促進事業（うちＬＮＧ・メタノール燃料システム等の導入
支援事業）の公募について
https://www.env.go.jp/air/car/maritime_sector/post/R7_01.html

R7.10.14 環境省

(令和7年10月6日)中部運輸局・北陸信越運輸局・公正取引委員会中部事務所が合
同でトラックドライバーへの聴き取り調査及び改正下請法の周知啓発を実施しま
す！
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251006_chubu.html

R7.10.6
国土交通省

公正取引委員会

11月は「過労死等防止啓発月間」です

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64204.html
R7.10.3 厚生労働省

「(令和7年10月2日)「トラックの日」に合わせてトラックドライバーへのヒアリングと改
正下請法の周知啓発を実施します！
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251002_chubu.html

R7.10.2
国土交通省

公正取引委員会

下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251002.html
R7.10.2 中小企業庁

https://www.env.go.jp/air/car/maritime_sector/post/R7_01.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251006_chubu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64204.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/oct/251002_chubu.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251002.html
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年9月21日～10月20日※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
バーコード

全国で320 名のTEC-FORCE 予備隊員を登録しました
～災害時の被災地方公共団体への支援体制を強化～

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000332.html
R7.10.1 国土交通省

「地域連携モーダルシフト等促進事業」（補助事業）の四次公募開始
～地域連携したモーダルシフトや共同輸配送等の先進的取組を支援します～
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000947.html

R7.10.1 国土交通省

日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る行政処分の通知につい
て

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000728.html
R7.10.1 国土交通省

「トラック・物流Ｇメン」の体制を強化し、集中監視月間を実施します
～公正取引委員会と連携し、合同荷主パトロールを全国規模で実施します～
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000343.html

R7.9.26
国土交通省

公正取引委員会

ＣＮＰ認証（コンテナターミナル）の初認証
～コンテナターミナルにおける脱炭素化の取組レベルを評価～
https://www.mlit.go.jp/report/press/port04_hh_000534.html

R7.9.25 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000332.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000947.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000728.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000343.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/port04_hh_000534.html


公募期間：令和7年10月14日（火）～11月7日（金）17時まで（必着）
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公募期間（四次公募）：令和7年10月1日（水）～10月31日（金）17時まで（必着）
問合せ先：地域連携モーダルシフト等促進事業事務局（modalshift_logisticsnetwork@tohmatsu.co.jp）



トラック・物流Ｇメンによる荷主等集中監視月間  (2025.10-11月)

国土交通省では、本年10月・11月を「集中監視月間」と位置づけて、適正な
取引を阻害するおそれのある行為をしている荷主や元請事業者に対する監視を
強化します。

（主な取り組み）

〇積極的な情報収集、是正指導
・様々な手法による情報などの活用
・トラック事業者、倉庫業者に対するプッシュ型情報収集を積極的に実施
・違反原因行為等の疑いがあると認められた荷主・元請事業者（荷主等）に対する、
働きかけ等の是正指導

〇公正取引委員会との連携活動
・全国規模で連携し、各地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が荷主等の
営業所、物流拠点に対する合同荷主パトロールや高速道路のSA・PA等におけるト
ラックドライバーに対する聴き取り等により、荷主等による違反原因行為の未然防止
等の観点から、改正物流法や取適法の周知啓発活動等を積極的に実施。

〇全国のトラック・物流Ｇメンが東京に集合して行う大規模合同パトロール
公正取引委員会事務総局職員も参加 9



全国トラック・物流Ｇメンによる東京合同パトロール
各地方運輸局・沖縄総合事務局のGメンが東京に参集し、大規模な合同パトロールを実施

九州運輸局

全地方局トラック・物流Ｇメン東京合同パトロール
直接又は、目安箱に寄せられたが、申告者の連絡先が不
明など情報の精査ができない「声」を、一般的教示として
大企業の多い東京地域の荷主等に周知。

東京には、全国の大企業の44.2%が集中しており、地方に本社を持つ企業の主要支店も数多く存在している。
全国のトラック・物流Ｇメンは、各所管区域において、常態的な荷待ちや附帯作業、運賃の据え置等、違反原因行為に関わる情
報を収集しているが、その源泉は東京に本拠、主要支店を持つ企業の依頼によるものであることが多い。
そこで、実際にトラツク事業者の「声」を聞いた各地方局Ｇメンが、東京の荷主等にその「声」を届ける活動として東京における大
規模な合同パトロールを実施することとした。
更に、令和8年1月の取適法施行を前に、公正取引委員会が合同パトロールに参加することで連携を強固なものとする。

10
（合同パトロール実施のメリット）機動力：一度に多くのポイント(荷主拠点)を捕捉。集団効果：荷主への緊張感を醸成し、説明を聞く体制をつくる。

エリア匿名性の確保：特定エリアのトラック事業者・ドライバーを対象とした意趣返し、犯人探しを防ぐ。

公正取引委員会と連携した周知活動
令和8年1月の中小受託取引適正化法(取適法)施行を
前に、面的執行(事業所管庁による指導)。を実現するた
め、国交省、公取が連携した周知活動を行う。

沖縄総合事務局

北陸信越運輸局

東北運輸局

北海道運輸局

中部運輸局

中国運輸局

近畿運輸局

10

四国運輸局

関東運輸局



荷主に対する法規制と主旨

トラック法（平成30年度改正）

労働環境悪化によるトラックドライバーの就労敬遠を防ぐため、荷主の違法原因行為について
是正指導（働きかけ、要請、勧告・公表）、標準的運賃による適正運賃収受）

改正物流法

改正物効法
トラックドライバーの担い手確保に向けた物流産業の魅力向上、担い手不
足でも物流が維持されるための物流効率化推進

改正トラック法
(令和6年度改正)

運送依頼内容の明示化による適正運賃・料金の収受
（運送契約の書面化義務）

改正トラック法（令和7年度改正）

適正運賃収受に向けた適正原価の設定、白トラの利用禁止
適正運賃を支払わない荷主、白トラを利用した荷主は、違反原因行為に該当するものとして
トラック・物流Ｇメンの是正指導の対象になり得る。

改正下請法〔中小受託取引適正化法(取適法)〕（令和7年度改正）

「物価上昇を上回る賃上げ」、その原資確保のための「構造的な価格転嫁」を実現するため、
「協議に応じない一方的な価格決定行為」など価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押し付
ける商習慣を一掃していくことで、取引を適正化し、価格転嫁を推進

11



① 積載効率の向上
  ・ 共同輸配送や帰り荷の確保

  ・ 適切なリードタイムの確保

  ・ 発送量・納入量の適正化 等

12

物流効率化に向けた政府目標・関係者の努力義務

① 全国のトラック輸送のうち5割の運行で、1運行当たりの荷待ち・荷役等時間を1時間短縮
（1回の受け渡しごとの荷待ち時間・荷役等時間を原則1時間以内に短縮）

② 全国のトラック輸送のうち５割の車両で、積載効率50％を実現
（全体の車両で積載効率44％に増加）

② 荷待ち時間の短縮
 ・ トラック予約受付システムの導入

 ・ 混雑時間を回避した日時指定

等

 

③ 荷役等時間の短縮
 ・ パレット等の輸送用器具の導入

 ・ タグ等の導入による検品の効率化

 ・ フォークリフトや荷役作業員の適切
な配置 等

(例)パレットの利用や検品の効率化(例)適切なリードタイムの確保 (例)トラック予約受付システムの導入

② 11:00 予約

予約システムで
来てもらう時間を
整理しよう

① 10:00 予約納期は発注後
一週間以内で

日にちに余裕があるから地域
ごとに共同配送ができるぞ

着荷主

Ａ

Ｂ Ｃ

Ａ Ｂ Ｃ

政府目標（2028年度）

物流関係者の努力義務
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特定事業者の指定基準等のポイント ※来年（2026年）４月施行予定

特定荷主・特定連鎖化事業者

取扱貨物の重量 ９万トン以上
（上位3,200社程度）

特定倉庫業者

貨物の保管量 70万トン以上
（上位70社程度）

特定貨物自動車運送事業者等

保有車両台数 150台以上
（上位790社程度）

中長期計画

○作成期間
 ・ 毎年度提出することを基本としつつ、計画内容

に変更がない限りは５年に１度提出

○記載内容
（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・目標等
（３）実施時期 等

定期報告

○記載内容
（１）事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述）
（３）荷待ち時間等の状況【荷主等】

○荷待ち時間等の状況の計測方法
 ・ 取組の実効性の確保を前提としてサンプリング等の手法を許容
 ・ 荷待ち時間等が一定時間以内の場合には報告省略が可能 等

※荷主・物流事業者等の物流改善の評価・公表については、市場や消費者からの評価につながる仕組みの創設に向けて、新物効法の枠組みと合わせて具体化。

＜特定事業者の指定基準＞
○中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられる一定規模以上の事業者（特定事業者）について、全体への寄与度が

より高いと認められる大手の事業者が指定されるよう、それぞれ以下の指定基準値を設定。

＜中長期計画・定期報告の記載内容＞

＜物流統括管理者（CLO）の業務内容＞
○物流統括管理者は、ロジスティクスを司るいわゆるCLOとしての経営管理の視点や役割も期待されているため、事業運営上
の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から選任し、 以下の業務を統括管理する。

・ 中長期計画、定期報告等の作成

・ トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正するための事業運営方針の作成や事業管理体制の整備

・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成・実施・評価

・ 社内の関係部門（開発・調達・生産・販売・在庫・物流等）間の連携体制の構築や社内研修の実施 等

※CLO：Chief Logistics Officer

14

※合同会議取りまとめから抜粋



特定事業者指定にあたり必要な、第一種荷主及び第二種荷主の取扱貨物の重量の算定方法

特定事業者指定にあたり必要な、第一種荷主及び第二種荷主の取扱貨物の重量の算定方法について
は、「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令(届出省令)」
第１条及び第５条において、以下①～⑧の内容が規定されています。

○第一種荷主（届出省令第１条）

① 実測
② 単位数量当たりの重量×数量（個数など）
③ 容積を当該対象貨物の重量に換算
④ トラックの最大積載量又は平均積載量×台数
⑤ 売上額又は仕入額÷単位重量当たりの額
⑥ 第二種荷主としての重量≒第一種荷主として

の重量（たとえば卸が出荷量を入荷量と同量
として推計する方法）

⑦ 運送契約又は物品の売買等の契約において
定められている重量

⑧ ①～⑦の方法により対象貨物の重量を算定す
ることが困難であると認められる場合に、当該対
象貨物の重量を適確に算定できると認められる
方法

○第二種荷主（届出省令第５条）

① 実測
② 単位数量当たりの重量×数量（個数など）
③ 容積を当該対象貨物の重量に換算
④ トラックの最大積載量又は平均積載量×台数
⑤ 売上額又は仕入額÷単位重量当たりの額
⑥ 第一種荷主としての重量≒第二種荷主として

の重量

⑦ 物品の売買等の契約において定められている
重量

⑧ ①～⑦の方法により対象貨物の重量を算定
することが困難である認められる場合に、当該
対象貨物の重量を適確に算定できると認めら
れる方法

15



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的
社会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、ト
ラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業
法を改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの
更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、
他の事業者に運送を委託するときは、国土交通大
臣が定める「適正原価」を継続して下回らないこ
とを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、
元請として運送を引き受ける場合、再委託の回数
を二回以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック
（いわゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）
荷主等に対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を
適切・効率的に実施できるよう独立行政法人に
行わせる等必要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 
⑴①について更新手数料等によるほか、⑴②に
ついて広く社会で支える観点から財源措置を検
討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本法律の施行後３年以内を目途として講じ
る

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のため
の体制の整備等の推進に関する法律

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に
該当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止

16



【貨物自動車運送事業法】

施 行 施 行

（令和7年6月11日）

公 布

○委託次数の制限

○違法な白トラに係る
 荷主等の取締

○書面交付義務等の
利用運送事業者への適用

１年以内

○許可基準追加、許可更新制度

○適正原価の遵守義務

○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の

告示

更新の申請及び審査の開始

（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）

公 布

３年以内

即日施行

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の

措置等を３年以内を目途として講じる

１．トラック適正化二法の施行時期

17
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２．委託次数の制限

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送について、他の

トラック運送事業者の行う運送を利用するときは、委託段階を２次までに制限するために必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。

（１）元請け事業者は、自らを「ゼロ次」とした場合、「２次請け」＝再々委託

までに制限するルールを設けること等が必要となる。

（２）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一種自

動車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運送事業者に

対しても適用される。

（３）その他、運送契約書面の交付義務、実運送体制管理簿の作成義務

等が、貨物利用運送事業者（第一種自動車・第二種集配）に対し

ても適用されることとなる。

<今後の取引構造>

真荷主 元請事業者

１次委託事業者

２次委託事業者
（実運送）
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〇 何人も、無許可でトラック運送事業を営む者に貨物の運送を委託してはならない。

（これに違反した者は、100万円以下の罰金に処する。）

３．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り ①

 現在の法律では、違法「白トラ」で運送した側が処罰対象。また、荷主側は

幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り、処罰対象。

その範囲は狭く、また、立証も難しいのが実情。

 今後は、荷主側が違法「白トラ」と認識して発注しただけで違法となり得る

ため、荷主側の関心や遵法意識が向上し、効果的に抑止力が発揮されるこ

とが期待される。
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〇 違法「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、トラック・物流Gメンが

是正指導を行うことができる。

（1）国土交通大臣は、違法「白トラ」の原因となるおそれのある行為に関連し、

荷主等に対し、是正指導を実施。

  ①当該行為をしているおそれがあると認めるとき

                   ⇒  荷主等に対し、 要請  を実施

  ②当該行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき

⇒  荷主等に対し、 勧告・公表  を実施

（２）関係省庁も、違法「白トラ」の効果的な防止を図るために必要な協力を実施。

（３）各都道府県トラック協会は、荷主等が違法「白トラ」に関係していると疑うに

足りる事実を把握したときは、国土交通大臣に対して通知。

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り ②



改正の主なポイント

【用語の見直し】 「下請事業者」→「中小受託事業者」、「親事業者」→「委託事業者」等に改める。

【規制内容の追加】
(１) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

〔価格据え置き取引への対応〕
●対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、
 協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、
一方的な代金の額の決定を禁止。

(２) 手形払等の禁止
●対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日

までに代金相当額を得ることが困難な支払手段
(電子記録債権・ファクタリング)も併せて禁止。  

【規制対象の追加】
(３) 運送委託の対象取引への追加〔物流問題への対応〕

●対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な
運送の委託を追加。

(４) 従業員基準の追加〔適用基準の追加〕
●従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を

新設し、規制及び保護の対象を拡充。

【執行の強化等】
(５) 面的執行の強化
●関係行政機関による指導及び助言に係る規定、相互

情報提供に係る規定等を新設。

×

【下請法適用基準例】

トラック・物流Ｇメン(国土交通省)の役割に
改正法に基づく指導・助言が追加。
トラック・物流Ｇメンへの情報提供を理由に
した転注・減注等報復措置を改正法で禁止。
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